
社外秘
近畿税理士会天王寺支部懇談会

日 時 ： 令和７年９月25日(木) 16：00～17：00

場 所 ： 天 王 寺 税 務 署 ２ 階 大 会 議 室
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社外秘

税務署長 挨拶
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支部長 挨拶



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

１ 第50回天王寺区民まつりについて

日時等： 令和７年10月19日（日）12：00～ 場所五条公園グランド

※ 雨天時：署と納税協会が区民センターで開催（別途（前日）連絡）

催 事： 「税の啓発コーナー」の出店

→ 税金クイズの実施（参加者にキャラクターバックを配付）

→ パインアメすくいや１億円体験コーナーの設置

２ 事業者のデジタル化の推進について

別添１「事業者のデジタル化促進に取り組んでいます！」
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

３ 税の作文の表彰及び作文表彰式の開催について

・ 前年同様、近畿税理士会天王寺支部長賞（高校及び中学各２編）

の授与を依頼

【参考（括弧はＲ６）】中学生：1,510編（1,488編）、高校生：976編（1,058編）

・ 税の作文表彰式：12月11日（木）15：00(天王寺区役所講堂)への出席依頼

支部長 ： プレゼンテーター

支部役員： 来賓

４ 租税教育関係について

９月５日（金） 夕陽丘中学校 選挙とのコラボ授業

先生方のご協力を得て、実施
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

５ 税理士実態確認について

本年より書面による確認作業に変更（９月10日付で発送（10月10日期限））

(全員ではありません）

６ 税理士掲示板における税理士情報の

掲載取りやめについて

・ 取り外し日：令和７年９月16日（月）

・ 税務署正面玄関横の税理士掲示板の名札を取り外し

・ 取り外した後の掲示板には、右のコードを掲示
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

１ キャッシュレス納付の利用拡大について

・ 別添２ 「国税の納付はキャッシュレス納付をご利用ください！」

・ 別添３ 「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました」

２ 納税証明オンライン申請の利用拡大について

別添４ 「納税証明はスマホで請求・受取できます！」

３ 個人消費税の中間申告の振替納税について

振替日・・・令和７年9月29日（月）

４ 住宅借入金等特別控除証明書の発送について

発送日・・・令和７年10月下旬予定

５ 令和７年度納税表彰式について

開催日・・・令和７年11月11日（火）
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社外秘
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１ 期限内納付に向けた納付指導

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るため、関与先の皆様に

納期限の周知及び期限内納付に向けた納付指導をお願いします。

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）

課税期間当初から期中 確定申告前

中間申告や予定納税など、計画的
な納税資金の準備についてご指導を
お願いします。
⇒ 便利な予納ダイレクトをご案内

ください。

早めに納税額をお伝えの上、期限
内納付のご指導をお願いします。
⇒ 振替納税、ダイレクト納付など、

便利な納税手段をご案内ください。

(別添５)「税理士の皆様へ 期限内納付に向けたご指導をお願いします！」

(別添６)「消費税の期限内納付のために、計画的な納税資金の積立てを！」



社外秘
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２ 納期限を過ぎた国税の納付手続

期限内納付が困難との申出がある場合は、早期に税務署の徴収
担当職員と納付相談を行うよう、ご指導をお願いします。

納期限を過ぎた国税を、e-Taxに登録した預貯金口座から指定した（複
数の）期日に納付できる便利な納付手続です。

利用する場合は、事前に税務署の徴収担当職員と納付相談を行い、

分割納付計画を確定させた上で利用するよう、ご指導をお願いします。

(別添８)「国税の分割納付に・・・ダイレクト分納を使ってみませんか？」

ダイレクト分納

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）

(別添７)「納税が困難な方には猶予制度があります」



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について

２ 自宅等からのe-Tax申告の推進

別添９ 確定申告はぜひ自宅からのe-Tax（電子申告）で！

別添10 マイナンバーカードを使うとさらに便利！

マイナポータル連携で、申告に必要なデータを一括取得し自動入力

マイナンバーカードの２つの暗証番号（４桁・６文字以上）を忘れずに！

⇒ 失念した場合でも、再設定可能です

⇒ 有効期限切れに注意
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（資産））

１ 相続税e-Taxの利用件数（別添11）

２ 相続税e-Taxの利便性の向上

３ 令和７年分等財産評価基準書正誤表の国税庁HPへの掲載等について
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社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（その他））
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○ 書面添付制度の普及・定着に向けた利用推進について

（令和５事務年度 国税庁実績評価書：抜粋）

参考指標：税理士法第33条の２に規定する書面の添付割合（所得税・相続税・法人税）



社外秘

天王寺税務署からの連絡事項（法人課税部門）

１ 所得税の基礎控除の見直し等について（令和７年度税制改正）

・ 「給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター」について

開設日 ： 令和７年９月16日（火）

電話番号： 0570-02-4562（ナビダイヤル）

受付時間： 9：00～17：00（土日祝日及び12月29日～１月３日を除く）

・ 別添12「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」及び「年末調整がよくわかる

ページ」等について

２ 源泉所得税のキャッシュレス納付について

別添13「キャッシュレス納付割合の新たな目標値の設定と利用勧奨」

３ 添付書類も含めたe-Tax（ALL e-Tax）の推進について

別添14「法人税の電子申告は４社に３社が です！！」

４ 輸出物品販売場制度の改正について

別添15「輸出販売場制度は令和８年11月からリファンド方式に移行されます」12



社外秘

１ 新年研修会について

２ 支部親睦旅行について

３ 「税を考える週間」について

４ 確定申告期における無料税務相談の実施について

５ 税務署に設置している税理士掲示板について

６ その他
13

支部提案議題



別添～1～

別添１
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別添～4～



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
納税者ご  名義の預貯  座からの 座引落しにより 動的に納付する 続です。 

  利用可能税目 ①「申告所得税及び復興特別所得税」（※１） 

②「消費税及び地方消費税（個人事業者）」（※２） 

  ご利用に当たっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ振替依頼書を提出していただ

く必要があります。e-Taxによる提出も可能です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 

  インターネット専用銀行等の一部の金融機関や、インターネット支店等の一部の店舗では利用できない

場合がありますので、利用の可否については、取引先の金融機関へお問い合わせください。 
※１ 期限内に申告された確定申告（３期）分及び延納分、予定納税（１期、２期）分が対象です。 
※２ 期限内に申告された確定申告分及び中間申告分が対象です。 

 
 

 

▼  
 

 

▼  
 

 

所得税や消費税の申告書を毎年提出する
個人事業主の方 

こんな方に 
おすすめ  

国税庁e-Taxキャラクター 
イータ君 

ダイレクト納付 こんな方に 
おすすめ  e-Taxを利⽤している方 

源泉所得税を納付している源泉徴収義務者の方 

e-Taxで申告書等を提出した後、納税者ご  名義の預貯  座から、即時 は 
納付 を指定して、 座引落しにより納付する 続です。 

  ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、ダイレクト納付利用届出書を

提出していただく必要があります。個人の方は、e-Taxによる提出も可能です。 
  届出書の提出からご利用可能まで１か月程度（e-Taxでの提出は１週間程度）かかります。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 

  利用可能金融機関や利用可能額等の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。 

 

e-Taxの申告等データを送信する画面で、「自動ダイレクトを利用する」旨の項目にチェックを入 

れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。 

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となり、法定納期限に自動ダ 

イレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。 

 
▼詳細はこちら 

  事前にダイレクト納付利用届出書を提出することで、複数の預貯金口座を選択（※）できます。 
  期限内申告の課税期間内であれば、申告書の提出前に納付見込額を資金繰りに応じて事前納

付する予納制度にも対応しています。 
  ※ 同一金融機関における複数の預貯金口座のダイレクト納付の利用可否については、国税庁ホームページで「利用可能金融 

機関一覧」をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪国税局・税務署 

▼  
▼

個人の方 
各納付方法の詳細は、国税庁ホームページの

「納税に関する総合案内」からご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm 

▼詳細はこちら 

キャッシュレス納付 
以外の便利な納付 法 

コンビニ納付 

（ＱＲコード） 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用 QR コード作成専用
画 」等で作成・出 した「QR コード」をコンビニのキオスク端末に読み取らせることで、バーコード
（納付書）を出 し、コンビニのレジで納付する 続です。 
  利用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ（いずれも「Loppi」端末設

置店舗のみ）、ファミリーマート（「マルチコピー機」端末設置店舗のみ）となります。 
  利用可能額は、バーコード（納付書）１枚につき 30 万円以下となります。 
  領収証書は発行されません（払込金受領証は発行されます。）。 
  作成した「ＱＲコード」（ＰＤＦファイル）をスマホに保存し、画面に表示して「Loppi」「マルチコ

ピー機」端末に読み取らせることも可能です。 
  

※ ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 
パソコンやスマホから「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、

クレジットカードにより納付する手続です。 

▼詳細はこちら 

  納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

  「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできません。 

  源泉所得税及び復興特別所得税（自主納付分）は、e-Taxで徴収高計算書データを送信後、受信通知から 

納付を行う場合のみ可能です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は利用明細等をご確認ください。）。 

  金融機関やコンビニ、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。 

クレジットカードを利⽤
している方 

こんな方に 
おすすめ  

▼詳細はこちら スマホアプリ納付 Pay払いを利⽤している方 
こんな方に 
おすすめ  

e-Taxで申告等データを送信した後に格納される受信通知（納付区分
番号通知）から専 サイトへアクセスし、Pay払いで納付する 続です。 

  納付しようとする金額が30万円以下の場合に利用することができます。 

 ※ 利用するPay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合があります。 

  アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払いへのアカウント登録

及び残高へのチャージが必要です。 

  領収証書は発行されません（納付内容（PDF）データで納付情報をご確認ください。）。 

  金融機関やコンビニ、税務署の窓口では、Pay払いによる納付はできません。 

 

 
インターネットバンキングやＡＴＭから納付する手続です。 
  ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続が必要です。 

  源泉所得税及び復興特別所得税（自主納付分）は、e-Taxによる徴収高計算書データの送信が必要です。 

  領収証書は発行されません（納付状況は預貯金通帳等をご確認ください。）。 
  利用可能金融機関や利用可能額等の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。 

インターネットバンキング 
を利⽤している方 
近くに⾦融機関のATMが 
ある方 
 

こんな方に 
おすすめ  

R７.１ 

▼e-Tax ソフト(Web 版) 
法人の方 
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別添２

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm
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源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認⽤に
パソコンやスマートフォンが
あれば今すぐお試しいただけ
ます。
e-Taxの操作性を気軽に体験
することができます。

デモ操作ですので、ミスを気
にすることなく、利⽤できま
す。
パソコンの操作が苦手な方で
も、安⼼して利⽤できます。

デモ操作の画面を確認しなが
ら、実際のe-Taxの操作を⾏
う使い方もできます。

e-Taxによるキャッシュレス納付の利便性をぜひご体験ください

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作
を⽤いて、徴収高計算書の作成・送信・納付手続を体験できるデモ操作ツールです。

源泉所得税の
キャッシュレス
納付体験コー
ナーはこちら

※体験できる機能は一部のみ

令和７年３ 法人番号 7000012050002

国税庁
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こちらから 
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（別添１） 

 

国税庁ホームページ等のＵＲＬ・リンク用バナー・ＱＲコード 

 

 

１ 所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト 

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm 

 

２ 年末調整がよくわかるページ 

   ※ 令和７年分については、令和７年９月下旬に更新予定です。 

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm 

 

 

 

 

３ 年末調整手続の電子化に向けた取組について 

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm 

 

 

※ 上記「年末調整がよくわかるページ」及び「年末調整手続の電子化に向けた取組について」のリ

ンク用バナーにつきましては、「年末調整がよくわかるページ」にも掲載しておりますので、御利

用ください。 

 

４ 源泉所得税の納付手続（キャッシュレス納付） 

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm 
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別添１２

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm


５ 給与所得の源泉徴収票を e-Tax で提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!  

  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0025004-071.pdf 

 

    

 

         

  

 

６ マイナンバーカードの有効期限に関するＱ＆Ａ 

  https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552 

  

   

 

 

 

 

７ 所得税徴収高計算書（納付書）の記載のしかた 

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm 

 

 

 

※ 上記の２～６については、ホームページや機関紙（誌）等へ掲載していただきますよ

う御協力をお願いいたします。 

（注）「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

別添～26～

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0025004-071.pdf
https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552
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キャッシュレス納付割合の新たな目標値の設定と利用勧奨（源泉所得税）

○ 令和６年度における国税のキャッシュレス納付割合は、全税目で45.3％（速
報値）となる中で、最も納付件数の多い源泉所得税は、27.0％（速報値）に留
まっており、今後、この状況を改善していく必要があると考えています。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度（速報値）

全税目 32.2%（4,795万件） 35.9%（4,851万件） 39.0%（4,944万件） 45.3%（4,973万件）

源泉所得税 14.2％（2,054万件） 17.6％（2,073万件） 21.3％（2,083万件） 27.0％（1,935万件）

※ かっこ書きは非キャッシュレス納付を含む全体納付件数

（別添２）

○ 国税庁では、国税当局と関係団体等の皆様が連携して統一の目標に向かっ
て源泉所得税のキャッシュレス納付の利用拡大を図ることができるよう、
「源泉所得税のキャッシュレス納付割合」の目標値（令和８年度末までに
36％を予定。令和７年10月の公表を予定。）を新たに設定した上で、本年３
月に国税庁ホームページに開設した「源泉所得税のキャッシュレス納付体験
コーナー」を活用するなどして、より一層の利用勧奨等に取り組む予定です。

※ 「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」の詳細については、別紙をご確認ください。

別添～27～

別添１３



別添～28～



別添～29～

別添１４



別添～30～



リファンド方式のイメージ
出国

免税販売管理システム
（国税庁）

免税店
外国⼈旅⾏者等
（免税購入対象者）

税関

⑤確認・検査

⑧免税が成⽴し、免税購⼊対象者へ返⾦

の出国時に旅券等の提示②税込価格(課税)で販売
変更点１

④購入日から90日以内

免税対象物品の範囲等の⾒直し
✓ 一般物品と消耗品の区分や消耗品に係る購入上限額（50万円）、特殊包装の廃止
✓ 通常生活の用に供するかどうかの要件の廃止 など

免税販売手続等の⾒直し
✓ 船舶観光上陸許可等により在留する者や日本国籍を有する免税購入対象者の手続の⾒直し
✓ 単価100万円（税抜価額）以上の商品に購入記録情報として「商品情報詳細」を設定 など

免税店の区分や許可要件等の⾒直し
✓ 免税店の区分や許可要件が⾒直され、併せて申請届出手続を簡素化 など

詳しくは２（２頁）へ＞

詳しくは３（２頁）へ＞

詳しくは４（３頁）へ＞

◼ 「リファンド方式への移⾏」に伴う上記１以外の主な改正事項

変更点２

変更点３

変更点４

（注）１ 購⼊日から90日以内とは、購入日の翌日から計算して90日⽬までの期間をいいます。例えば、11⽉１日に購入した物品につい
ては、翌年１⽉30日が税関での確認期限となります。

２ 税関の確認の際に、同一の購入記録情報（一の販売（領収）単位）に含まれる免税対象物品のうち、一つでもその物品を所持
していなかった場合には、その購入記録情報に含まれる全ての免税対象物品について、その確認を受けることはできません。

※下線部分が主な変更点です。

【令和７年度税制改正】

輸出物品販売場制度は から
に移⾏します

令和７年４⽉
国 税 庁

リファンド方式の概要

①旅券の提示等

１

⚫ 輸出物品販売場（免税店）制度は、令和８年11⽉１日から、次のとおり、リファンド方式に移⾏します。

✓ 免税店は、外国人旅⾏者等（免税購入対象者）に対して、税込価格（課税）で免税対象物品を販売することとな
ります。

✓ 免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことにつき購⼊日から90日以内の出国時に税関の確認
（注1、2）を受けることとなります。

✓ 免税店を経営する事業者は、購入記録情報と持出しを税関が確認した旨の情報（税関確認情報）を保存す
ることで、免税の適用を受けることとなります。

✓ 免税店を経営する事業者は、この確認後に免税購入対象者に消費税相当額を返⾦(リファンド)することとなります。

変更点１

変更点２

変更点３

変更点４

１
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免税購⼊対象者 確認方法 購⼊記録情報の提供
に関する主な変更内容

外国籍

船舶観光、乗員、緊
急、遭難による上陸許
可により在留する者

旅券と上陸許可書
を確認

現⾏制度の許可書番号（注１）

に代えて旅券番号を入⼒

寄港地、通過による上
陸許可により在留する
者

旅券を確認 －（変更無し）

日本国籍 国外に２年以上居住
する者

旅券と証明書類(注２)

を確認

現⾏制度の証明書類に関する事
項に代えて証明書類の種類及び
国外転出日（又は国外定住日）

の２項目を⼊⼒

免税対象物品の範囲等の⾒直し

（注） 一般物品と消耗品の区分廃止に伴い、購入下限額（５千円）の判定もこれらを区分せず（税抜価額により）⾏います。

区分 免税対象⾦額 免税対象物品 特殊包装

現
⾏
制
度

一般物品 5千円〜
通常生活の⽤
に供する物品

不要

消耗品 5千円〜50万円 必要

区分の廃止

２

免税販売⼿続等の⾒直し
⚫ 免税購⼊対象者の確認方法等の⾒直し

➢ 船舶観光上陸許可等により在留する者の免税販売手続において、上陸許可書（在留資格の確認）に
加えて、旅券の提示（注）を求めることとされます。
（注） 船舶観光上陸許可により在留する者については、旅券の写しの提示を含みます。

➢ 日本国籍を有する非居住者が国外に２年以上居住することの証明書類（現⾏制度は在留証明又は⼾籍
の附票の写し（注１））にマイナンバーカード（注２）が追加されます。また、購⼊記録情報として設定す
るこの証明書類の内容は、証明書類の種類及び国外転出日（又は国外定住日）の２項目に緩和され、
証明書類の写し等の保存は不要とされます。
（注）１ これらの証明書類については、本籍の記載は不要とされます。

２ 国外に転出した旨の記載があるものに限ります。

（注）１ 船舶観光上陸許可書（旅券の写しの添付あり）を所持する者は、現⾏制度においても旅券番号を⼊⼒します。
２ 国外に２年以上居住することの確認は、証明書類のいずれであっても国外転出日（又は国外定住日）から最終

⼊国日（旅券に記載された「上陸年⽉日」）までの期間で⾏うこととされます。なお、在留証明・⼾籍の附票の写
しは、現⾏制度と同様、いずれも最終⼊国日から起算して６⽉前の日以後に作成されたものに限られます。

上記の免税購入対象者（非居住者）の確認方法等（下線部分が主な変更点です）

購⼊上限額の廃止 ⽤途要件の廃止 包装の廃止

２

３

⾒
直
し
後

区分なし ５千円（注）〜 ⽤途を問わない 不要

参考

① ⾦及び⽩⾦の地⾦ ② ⾦貨及び⽩⾦貨 ③ 消費税が非課税とされる物品

許可書

・・・〇

・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

証明書類

・・・〇

・・・・・・・

参考

⚫ リファンド方式への移⾏に伴い、次のとおり⾒直されます。

⚫ 免税対象物品は、次に掲げる物品以外の物品とされます（注）。

（注） 免税購入対象者が、出国時に免税対象物品を所持していない場合には、税関の確認を受けることはできません。そのため、免税
店で購入する免税対象物品は、出国時にその全てを自らが所持して持ち出す（輸出する）ことができる数量に限られます。

購入の際に免税店から免税対象物品を直送することもできます（３の「直送制度の⾒直し」（３⾴）参照）。
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免税店の区分や許可要件等の⾒直し

✓ 免税店の許可要件については、要件の一部が緩和される一方、「免税販売⼿続や購⼊記録
情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されているこ
と」が新たに追加されます。

✓ 一般型免税店を経営する事業者は、承認免税手続事業者に免税販売手続に係る事務を委託
して⾏わせることができることとされ、この場合の要件（免税手続カウンターの設置場所）につい
ては、現⾏制度での「特定商業施設」内である必要はなくなります（ただし、免税手続カウンター
で⾏われる免税販売⼿続は⼀般型免税店での免税対象物品の販売と同⼀の日に⾏う必要があります。）。

免税店の区分

４

現⾏制度 一般型免税店 手続委託型免税店 自動販売機型免税店
⾒直し後 一般型免税店 同上

商品情報詳細の設定例
商品の例 商品情報詳細 シリアルナンバー
腕時計 ブランド名○○、型番AA12345、⿊⾊系 XX99999

宝飾品（ブローチ） ダイヤのブローチ、イルカの形、モデル名○○、18K、鑑定書あり －

３

参考

参考

直送

引渡し

⚫ ⼀般型免税店と⼿続委託型免税店の区分の統合等
➢ 一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合されるとともに、次のとおり⾒直されます。

➢ 免税販売⼿続電子化未対応の免税店（令和８年10⽉31日までに「購⼊記録情報の提供方法等の届出書」が
未提出の免税店）については、令和８年10⽉31日をもって免税店許可の効⼒を失うこととされます。
（注） 令和８年11⽉１日以降、既存の一般型免税店又は手続委託型免税店は新制度の一般型免税店の許可を受けた

ものとみなされます（上記の電子化未対応の免税店を除きます。） 。また、手続委託型免税店は、事業者間の現在の
委託関係等に変更がなければ、特段の手続なく現⾏制度で委託している承認免税手続事業者に免税販売手続を委
託して⾏わせることが可能です。

⚫ 申請届出⼿続の簡素化
免税店を移転する場合、現⾏制度では移転後の販売場について改めて許可を受ける必要がありま

すが、リファンド方式においては現⾏制度と異なり変更届出書の提出で移転⼿続が可能となります。
また、免税店の許可要件等の⾒直しに伴い、現⾏制度で免税店の区分ごとに分かれている許可申

請書等や変更内容ごとに分かれている届出書がそれぞれ統合され、免税店制度に係る各種申請届出
書の添付書類も簡素化（「会社案内」等の提出は不要）されます。

✓ 免税対象物品の具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは⾊彩等の特徴又は
鑑定書（鑑別書）若しくは保証書付きである旨

✓ シリアル番号の付された腕時計のような商品は、上記の事項に加えそのシリアル番号

⚫ 購⼊記録情報として提供する項目の⾒直し
➢ 単価100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合、商品の属性に応じ、次の事項を組み合わせ

て「免税対象物品を特定するに足りる事項(商品情報詳細）」を提供することとされます(必須項目) 。

➢ 「商品分類」や「販売場名称（英語表記）」が任意項目（注）として追加されます。
（注） 「商品分類」は任意項目とされますが、「品名」欄等からその商品を特定できない場合、法令上の提供項目で

ある「品名」が設定されていないものとして、免税購⼊対象者が税関の確認を受けられない可能性があります。
そのため、免税店において「商品分類」欄の設定を適切に⾏うことによって、空港等で免税購⼊対象者が円滑に
税関の確認を受けることができるようになります。

⚫ 直送制度の⾒直し
免税購⼊対象者が免税店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡す免

税販売方式（いわゆる直送制度）については、現⾏制度に代えて消費税法第７条（輸出免税制度） (注)によ
り免税の適⽤を受けることができることとされます。そのため、リファンド方式移⾏後に直送制度
を適⽤する場合、免税店における一連の免税販売⼿続や購⼊記録情報の提供は不要となります。
（注） 販売場（リファンド方式移⾏後は免税店に限りません。）において顧客（免税購⼊対象者に限りませ

ん。）が運送契約を締結し、その場で商品を運送事業者へ引き渡す方法。この場合、現⾏制度
と同様、事業者において一定の事項が記載された運送契約書等の保存が必要となります。
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リファンド方式に関する通達やＱ＆Ａ、
免税販売管理システムの改修に係る
「免税販売管理システムAPI仕様書」を
掲載しています。詳しくはこちら

その他の⾒直し
⚫ 上記の⾒直しのほか、リファンド方式への移⾏（令和８年11⽉１日）に併せ、次の改正も⾏われます。

⚫ 免税店で購⼊した免税対象物品の別送の取扱い（発送伝票の控え等の書類により輸出したことを確認する取扱
い）は、リファンド方式への移⾏を待たず令和７年３⽉31日をもって廃止されました。
（注） 上記は、令和７年４⽉１日以降に購⼊した商品から適⽤されます（出国時に購⼊品を所持してい

なかった場合、消費税が徴収されます。）。同年３⽉31日までに購⼊した商品については、要件に
従って別送している場合、原則として別送の取扱いの適⽤を受けることができます。

さらに詳しくお知りになりたい方へ

✓ 税関の確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなかった場合の罰則規定の創設や税関によ
る即時徴収規定の整備

✓ 免税店の許可取消要件に、購⼊記録情報に不備又は不実の記録があることなど「税関⻑の確認
に支障があると認められる場合」を追加

施⾏時期
⚫ リファンド方式を含めた改正内容は、令和８年11⽉１日以降に免税店で⾏う免税対象物品の譲渡

（販売）から適⽤されます（上記６の「別送の取扱い」を除きます。）。
（注） 免税店を経営する事業者の方が、令和８年11⽉１日以降も免税店で⾏う取引について免税の適⽤を受けるためには、

リファンド方式に対応する必要があります。現⾏制度とリファンド方式を併⽤する移⾏期間はありません。

４

■ 国税庁ホームページ

振替処理や返⾦⼿続５

６

７

参考

⚫ 課税売上げから免税売上げへの振替処理
➢ 商品販売時に課税売上げとした取引は、税関確認情報の保存により免税要件を満たすことにな

りますので、その後に免税売上げに振り替える必要があります。この振替処理については、次の
①の方法のほか、②の方法によっても差し支えありません。

① 税関確認情報の取得の都度、その税関確認情報に対応する課税売上げを免税売上げに
振り替える方法

② ⽉次等の一定のタイミングで⼀括して振り替える方法
➢ 商品販売時に課税売上げとした取引について、その取引を⾏った課税期間と税関確認情報を保

存した課税期間が異なる場合（例えば、免税対象物品の販売をX1期で⾏い、税関確認情報の保存が翌期（X2
期）となった場合）には、その販売を⾏った期（X1期）の申告を修正するのではなく税関確認情報を
保存した期（X2期）において調整する方法（注）も認められます（ただし、その処理を継続して⾏う必要が
あります。）。
（注） 売上げに係る対価の返還等があったものとして処理する方法などにより処理します。

⚫ 免税購⼊対象者への返⾦⼿続
免税購⼊対象者への返⾦手続については、免税店を経営する事業者⾃らが⾏うほか、承認送受信事

業者等にその返⾦手続を委託するといった方法が考えられます。
具体的な返⾦手続をどのように実施するかは消費税法令においてルールを定めているものでは

ありません。返⾦方法については、例えば、銀⾏振込や、クレジットカード送⾦、アプリ送⾦、
税関確認を受けた出国港内での現⾦による返⾦といった方法が考えられます。
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